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議 案 番 号 件        名 頁 

議案第３９号 

木更津市アメリカ合衆国軍隊の構成員等又は国際連合の軍隊の構成員等

の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例

の新旧対照表 

１ 

議案第４０号 木更津市税条例の新旧対照表 ２ 

議案第４３号 人権擁護委員候補者の履歴事項 ２４ 

議案第４４号 附属機関設置条例の新旧対照表 ２６ 

議案第４５号 木更津市国民健康保険税条例の新旧対照表 ２７ 

議案第４６号 
木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

新旧対照表 
３４ 

議案第４７号 変更内容及び変更理由 ３６ 

議案第４８号 廃止する市道路線の位置図 ３７ 

議案第４９号 認定する市道路線の位置図 ４２ 

 



新旧対照表 

○議案第３９号 木更津市アメリカ合衆国軍隊の構成員等又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に

関する条例の一部を改正する条例 

新 旧 

 木更津市アメリカ合衆国軍隊の構成員等又は国際連合の軍隊の構成員等

の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例 

木更津市アメリカ合衆国軍隊の構成員等又は国際連合の軍隊の構成員等

の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例 

昭和30年11月10日 

条例第69号 

昭和30年11月10日 

条例第69号 

（徴収の方法） （徴収の方法） 

第３条 合衆国軍隊の構成員等又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自

動車等に対する種別割については、市税条例第85条の規定にかかわらず、こ

の条例で定めるところにより、普通徴収又は証紙徴収の方法による。 

第３条 合衆国軍隊の構成員等又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自

動車等に対する種別割については、市税条例第85条の規定にかかわらず、こ

の条例で定めるところにより証紙徴収の方法による。 

（普通徴収の手続）  

第４条 前条の規定により普通徴収の方法により徴収しようとする場合におい

て納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納

税者に交付しなければならない。 

 

（証紙徴収の手続） （証紙徴収の手続） 

第５条 第３条の規定により証紙徴収の方法により徴収される種別割の納税義

務者は、５月16日から同月末日までに、木更津市の発行する証紙を購入して

その種別割を納付しなければならない。この場合において、種別割の納税義

務は、購入した証紙に納税済印による検印を受けたときに完了するものとす

る。 

第４条 前条の規定により証紙徴収の方法により徴収される種別割の納税義務

者は、５月16日から同月末日までに、木更津市の発行する証紙を購入してそ

の種別割を納付しなければならない。この場合において、種別割の納税義務

は、購入した証紙に納税済印による検印を受けたときに完了するものとする 

 。 

２ 略 ２ 略 

 （税率）  （税率） 

第６条 略 第５条 略 

（委任）  （委任） 

第７条 略 第６条 略 
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新旧対照表 

○議案第４０号 木更津市税条例の一部を改正する条例 

新 旧 

 木更津市税条例 木更津市税条例 

昭和36年12月25日 

条例第44号 

昭和36年12月25日 

条例第44号 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第51条 略 第51条 略 

２ 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に

掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を

添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が同項各

号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市民税を減免する必要

があると認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定によつて市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次

に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

(１)～(３) 略  (１)～(３) 略 

３ 略 ３ 略 

４ 第１項の規定により市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合

には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

４ 第１項の規定によつて市民税の減免をうけた者は、その事由が消滅した場

合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第71条 略 第71条 略 

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに 

、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該

者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり 

、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない 

。 

２ 前項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証

明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (１)～(５) 略  (１)～(５) 略 

３ 第１項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した

場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によつて固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅し

た場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第139条の３ 略 第139条の３ 略 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、

２ 前項の規定によつて特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限

までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由

を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 
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当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが

明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は 

、この限りでない。 

 (１)～(３) 略  (１)～(３) 略 

３ 第１項の規定により特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅

した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によつて特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消

滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

  附 則 

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第３条の３ 略 

（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例） 

  附 則 

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第３条の３ 略 

第３条の４ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第４条の４第４項に規

定する特例損失金額（以下この項において「特例損失金額」という。）があ

る場合には、特例損失金額（同条第４項に規定する災害関連支出がある場合

には、第３項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る 

。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。）について、令和

５年において生じた法第314条の２第１項第１号に規定する損失の金額とし

て、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第34条の

２の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和７

年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年

度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が

生じた年において生じなかつたものとみなす。 

 

２ 前項前段の場合において、第34条の２の規定により控除された金額に係る

損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48

条の６第１項に規定する親族の有する法附則第４条の４第４項に規定する資

産について受けた損失の金額（以下この項において「親族資産損失額」とい

う。）があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和７年度以後の

年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市

民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた

年において生じなかつたものとみなす。 

 

３ 第１項の規定は、令和６年度分の第36条の２第１項又は第４項の規定によ

る申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時まで

に提出されたもの及びその時までに提出された第36条の３第１項の確定申告

書を含む。）に第１項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合（ 

これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市
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長が認める場合を含む。）に限り、適用する。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例） （特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例） 

第４条 平成30年度から令和９年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法

附則第４条の５第３項の規定に該当する場合における第34条の２の規定によ

る控除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法

附則第４条の５第３項の規定により読み替えて適用される法第314条の２第

１項（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

 （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第５条の４ 略 

第４条 平成30年度から令和９年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法

附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第34条の２の規定によ

る控除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法

附則第４条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第314条の２第

１項（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

 （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第５条の４ 略 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除）  

第５条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及

び第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別

税額控除額を、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義

務者（次条及び附則第５条の７において「特別税額控除対象納税義務者」と

いう。）の第34条の３、第34条の５から第34条の８まで、附則第３条の３第

２項、附則第５条第１項、附則第５条の３の２第１項、前条及び附則第７条

の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

 

２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の６第２項、第47条の５第１

項及び前条の規定の適用については、第34条の６第２項及び前条中「附則第

５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８第６項 

」と、第47条の５第１項中「課した」とあるのは「附則第５条の５第１項の

規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるの

は「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、

前々年中」とあるのは「、附則第５条の５第１項の規定の適用がないものと

した場合における前々年中」とする。 

 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例）  

第５条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書

に記載すべき各納期の納付額については、第41条の規定にかかわらず、次に

定めるところによる。 

 

(１) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人

の市民税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出され

る普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴
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収に係る個人の県民税の額（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の

適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額

をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（以下この号にお

いて「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。）か

らその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民

税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額（以下こ

の項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。 

）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除

して得た金額（当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額

の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨

てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に３を乗じて得た

金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控

除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という 

。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は 

、第40条第１項に規定する第１期の納期（以下この条及び次条第１項にお

いて「第１期納期」という。）においてはその者の第１期分金額からその

者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、そ

の他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 

(２) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税

額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金

額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に

記載すべき各納期の納付額は、第１期納期においてはないものとし、第40

条第１項に規定する第２期の納期（以下この項及び次条第１項において「 

第２期納期」という。）においてはその者の第１期分金額とその者の分割

金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額を控除した額とし、第40条第１項に規定する第３期の納期（以下この項

において「第３期納期」という。）及び同条第１項に規定する第４期の納

期（以下この項において「第４期納期」という。）においてはその者の分

割金額とする。 

 

(３) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税

額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であ

り、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金

額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の

納付額は、第１期納期及び第２期納期においてはないものとし、第３期納
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期においてはその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た

金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額を控除した額とし、第４期納期においてはその者の分割金額とする。 

(４) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税

額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金

額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の

納付額は、第１期納期、第２期納期及び第３期納期においてはないものと

し、第４期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普

通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算

額とする。 

 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第47条第１項の規定により

普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたものを除く。）を同項の規

定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前項の規定は、

適用しない。 

 

 （令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例）  

第５条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第47条の２第１項の規定に

より特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の

市民税（第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という 

。）の額及び同条第２項の規定により普通徴収の方法によつて徴収すべき公

的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるところ

による。 

 

(１) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人

の市民税の額（附則第５条の５第１項の規定の適用がないものとした場合

に算出される第47条の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得

に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額

を含む。以下この号及び第５号において同じ。）の合算額（以下この号及

び第５号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」とい

う。）をいう。以下この号及び第３項第１号において同じ。）からその者

の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額（以下この

項及び第３項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税

の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控

除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係

る個人の市民税の額の２分の１に相当する額をいう。以下この号において
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同じ。）を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を２で除して

得た金額（当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全

額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた

金額。以下この項において「第２期分金額」という。）をその者の特別税

額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する

金額（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たない場合に

は、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方法によつて徴収すべき公的

年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項において「普通徴

収対象税額」という。）並びに第47条の３に規定する特別徴収対象年金給

付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る

所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第３項において「特別徴収

対象税額」という。）は、第１期納期においてはその者の第１期分金額か

らその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した

残額に相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期分金額に相当

する税額、当該年度の初日の属する年の10月１日から11月30日までの間に

おいてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を３

で除して得た金額（当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金

額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨

てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た

金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控

除した残額に相当する金額（以下この項において「10月分金額」という。 

）に相当する税額、同年12月１日から翌年の３月31日までの間においては

その者の分割金額に相当する税額とする。 

(２) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特

別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期

分金額とその者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収

対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期における税額はないものと

し、第２期納期においてはその者の第１期分金額とその者の第２期分金額

との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月１日

から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同

年12月１日から翌年の３月31日までの間においてはその者の分割金額に相

当する税額とする。 

 

(３) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特  
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別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額

以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びそ

の者の10月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特

別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期における税額はないものと

し、当該年度の初日の属する年の10月１日から11月30日までの間において

はその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の10月分金額

の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

を控除した残額に相当する税額、同年12月１日から翌年の３月31日までの

間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(４) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特

別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者

の10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者

の第２期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額に満

たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期

及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月１日から11月30日

までの間における税額はないものとし、同年12月１日から翌年の１月31日

までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その

者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係

る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同

年２月１日から３月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する

税額とする。 

 

(５) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特

別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の

10月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収

対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該

年度の初日の属する年の10月１日から翌年の１月31日までの間における税

額はないものとし、同年２月１日から３月31日までの間においてはその者

の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。 

 

２ 前項の規定の適用がある場合における第47条の４の規定の適用については 

、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年

の10月１日から翌年の３月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得

者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、

「附則第５条の７第１項各号に規定する特別徴収の方法によつて徴収すべき

額」とする。 
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３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市

民税の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定め

るところによる。 

 

(１) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特

別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の

額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第47条の５第

１項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下

この号において同じ。）を３で除して得た金額（当該金額に100円未満の

端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」

という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に

係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項にお

いて「10月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象税額は 

、当該年度の初日の属する年の10月１日から11月30日までの間においては

その者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月１日から翌年の３月

31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

 

(２) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特

別税額控除額がその者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金

額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額

は、当該年度の初日の属する年の10月１日から11月30日までの間における

税額はないものとし、同年12月１日から翌年の１月31日までの間において

はその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所

得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税

額、同年２月１日から３月31日までの間においてはその者の分割金額に相

当する税額とする。 

 

(３) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特

別税額控除額がその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額以上で

ある場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月１

日から翌年の１月31日までの間における税額はないものとし、同年２月１

日から３月31日までの間においてはその者の第47条の５第２項の規定によ

り読み替えられた第47条の２第１項に規定する年金所得に係る特別徴収税

額に相当する税額とする。 

 

４ 前項の規定の適用がある場合における第47条の４の規定の適用については  
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、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年

の10月１日から翌年の３月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得

者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、

「附則第５条の７第３項各号に規定する特別徴収の方法によつて徴収すべき

額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第47条の６第１項の規定の適用がある

場合については、前各項の規定は、適用しない。 

 

 （令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除）  

第５条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の12第３項及

び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特別

税額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第34条

の３、第34条の５から第34条の８まで、附則第３条の３第２項、附則第５条

第１項、附則第５条の３の２第１項、附則第５条の４及び附則第７条の２の

規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） 

第６条 略 第６条 略 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第５項に規

定する場合において、第36条の２第１項の規定による申告書に肉用牛の売却

に係る租税特別措置法第25条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関す

る事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得

割の額は、第33条から第34条の３まで、第34条の５から第34条の７まで、附

則第５条第１項、附則第５条の３第１項、附則第５条の３の２第１項及び附

則第５条の４の規定にかかわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の

合計額とすることができる。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第５項に規

定する場合において、第36条の２第１項の規定による申告書に肉用牛の売却

に係る租税特別措置法第25条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関す

る事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得

割の額は、第33条から第34条の３まで、第34条の５から第34条の７まで、附

則第５条第１項、附則第５条の３第１項、附則第５条の３の２第１項及び前

条の規定にかかわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額とす

ることができる。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８第１項、附則第５条の５

第１項及び前条の規定の適用については、第34条の８第１項中「前３条」と

あるのは「前３条並びに附則第６条第２項」と、附則第５条の５第１項中「 

前条及び」とあるのは「前条、附則第６条第２項及び」と、前条中「附則第

５条の４及び」とあるのは「附則第５条の４、次条第２項及び」とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８第１項の規定の適用につ

いては、同項中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第６条第２項」と

する。 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）  （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第８条の２ 略 第８条の２ 略 

２～13 略 ２～13 略 

14 法附則第15条第25項第２号に規定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、７分の６とする。 
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15 法附則第15条第25項第３号イに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

14 法附則第15条第25項第２号イに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

16 法附則第15条第25項第３号ロに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

15 法附則第15条第25項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

17 法附則第15条第25項第３号ハに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

16 法附則第15条第25項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

18 法附則第15条第25項第４号イに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

17 法附則第15条第25項第３号イに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

19 法附則第15条第25項第４号ロに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

18 法附則第15条第25項第３号ロに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

20 法附則第15条第25項第４号ハに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

19 法附則第15条第25項第３号ハに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

21 略 20 略 

 21 法附則第15条第32項に規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする 

 。 

22 法附則第15条第32項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする 

 。 

22 法附則第15条第33項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする 

 。 

23 法附則第15条第37項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする 

 。 

23 法附則第15条第38項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする 

 。 

24 法附則第15条第38項に規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする 

 。 

 

25 法附則第15条第41項に規定する市の条例で定める割合は、３分の１とする 

 。 

24 法附則第15条第42項に規定する市の条例で定める割合は、３分の１とする 

 。 

26 法附則第15条第42項に規定する市の条例で定める割合は、４分の３とする 

 。 

25 法附則第15条第43項に規定する市の条例で定める割合は、４分の３とする 

 。 

27・28 略 26・27 略 

 （新築住宅等に対する固定資産税等の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

 （新築住宅等に対する固定資産税等の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

第８条の３ 略 第８条の３ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 市長は、法附則第15条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区

分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかつた場合において

も、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第５条

第４項に規定する管理者等から、法附則第15条の７第３項に規定する期間内
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に施行規則附則第７条第４項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分

所有に係る住宅が法附則第15条の７第１項又は第２項に規定する要件に該当

すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項又は第２項

の規定を適用することができる。 

４～７ 略 ３～６ 略 

８ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項の高齢者

等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、

同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項の高齢者

等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、

同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第８項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

９ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失

防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、

同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第10項各号に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければならない。 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失

防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、

同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

10 法附則第15条の９の２第１項に規定する特定耐震基準適合住宅について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

９ 法附則第15条の９の２第１項に規定する特定耐震基準適合住宅について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第10項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

11 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同

条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの

規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の９第９項に規定する熱損

失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

10 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同

条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの

規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の９第９項に規定する熱損

失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

12 法附則第15条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所有に

係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マン

ションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第17項各号に掲げる書類を添付

11 法附則第15条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所有に

係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マン

ションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第16項各号に掲げる書類を添付
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して市長に提出しなければならない。 して市長に提出しなければならない。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

13 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第123号）第７条又は附則第３条第１項の規

定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定

する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

12 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

17項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第123号）第７条又は附則第３条第１項の規

定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定

する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 施行規則附則第７条第18項に規定する補助の算定の基礎となつた当該

耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(５) 施行規則附則第７条第17項に規定する補助の算定の基礎となつた当該

耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(６) 略 (６) 略 

14 略 13 略 

（土地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資産

税の特例に関する用語の意義） 

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産

税の特例に関する用語の意義） 

第９条 次条から附則第12条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。 

第９条 次条から附則第12条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

 (８) 平成５年度適用市街化区域農地 法附則第19条の３第４項 (８) 平成５年度適用市街化区域農地 法附則第19条の３第５項 

（令和７年度又は令和８年度における土地の価格の特例） （令和４年度又は令和５年度における土地の価格の特例） 

第９条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有

すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の

価格（法附則第17条の２第１項に規定する修正前の価格をいう。）を当該年

度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を

失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準

は、第61条の規定にかかわらず、令和７年度分又は令和８年度分の固定資産

税に限り、当該土地の修正価格（法附則第17条の２第１項に規定する修正価

格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

第９条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有

すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の

価格（法附則第17条の２第１項に規定する修正前の価格をいう。）を当該年

度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を

失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準

は、第61条の規定にかかわらず、令和４年度分又は令和５年度分の固定資産

税に限り、当該土地の修正価格（法附則第17条の２第１項に規定する修正価

格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和７年度適用土地又は令和７年度類

似適用土地であつて、令和８年度分の固定資産税について前項の規定の適用

を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準

は、第61条の規定にかかわらず、修正された価格（法附則第17条の２第２項

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和４年度適用土地又は令和４年度類

似適用土地であつて、令和５年度分の固定資産税について前項の規定の適用

を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準

は、第61条の規定にかかわらず、修正された価格（法附則第17条の２第２項
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に規定する修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものと

する。 

に規定する修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものと

する。 

（宅地等に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資

産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資

産税の特例） 

第10条 宅地等に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資産税

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該

年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が

当該年度分の固定資産税について法第349条の３の２の規定の適用を受ける

宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この

条において同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「宅地等調

整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税

額とする。 

第10条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該

年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が

当該年度分の固定資産税について法第349条の３の２の規定の適用を受ける

宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この

条において同じ。）に100分の５（商業地等に係る令和４年度分の固定資産

税にあつては、100分の2.5）を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の

固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「宅地等調

整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税

額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和６年度から令和８年度まで

の各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10

分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第349条の３又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該

固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び令和５年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の

３又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税

額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和６年度から令和８年度まで

の各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分

の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第34 

9条の３又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令和５年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の２を乗じ

て得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又

は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは 

、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当
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等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資

産税額とする。 

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産

税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とす

る。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のも

のに係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資産税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「商

業地等据置固定資産税額」という。）とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のも

のに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「商

業地等据置固定資産税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに

係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項

の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は附則第15条から第15条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「商業地等調整固定資

産税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに

係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項

の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は附則第15条から第15条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「商業地等調整固定資

産税額」という。）とする。 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税に関す

る特例） 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税に関す

る特例） 

第10条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）附則第

21条の規定により、令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資産税

については、法附則第18条の３の規定は適用しない。 

第10条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第

14条の規定により、令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税

については、法附則第18条の３の規定は適用しない。 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資産

税の特例） 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産

税の特例） 

第11条 農地に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の固定資産税の

額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当

該年度分の固定資産税について法第349条の３又は附則第15条から第15条の

３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に

第11条 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の

額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当

該年度分の固定資産税について法第349条の３又は附則第15条から第15条の

３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に、当該農地
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掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た

額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超

える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額（令和３年度分の固定資産税にあつては、前

年度分の固定資産税の課税標準額）を当該農地に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「農地調

整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該農地調整固定資産税額

とする。 

 略   略  

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の固定資産税の

特例） 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の固定資産税の

特例） 

第11条の２ 略 第11条の２ 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

 ４ 令和２年度分の固定資産税について木更津市税条例の一部を改正する条例

（令和３年木更津市条例第21号）による改正前の木更津市税条例（以下「令

和３年改正前の条例」という。）附則第11条の２第３項において準用する同

条第１項ただし書の規定の適用を受けた市街化区域農地に対して課する令和

３年度分の固定資産税の額は、前項の規定により算定した当該市街化区域農

地に係る令和３年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令和２

年度分の固定資産税に係る令和３年改正前の条例附則第11条の２第３項にお

いて準用する同条第１項ただし書に規定する固定資産税の課税標準となるべ

き額を当該市街化区域農地に係る令和３年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、当該固定資産

税額とする。 

第11条の３ 市街化区域農地に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分

の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る

当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産

税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に100分

の５を乗じて得た額を加算した額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３又は附則第15条から第15条の３までの規定の

適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「市街化区域

農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該市街化区域農地

第11条の３ 市街化区域農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分

の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る

当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産

税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に100分

の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固定資産税にあつては、

前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該市街化区域農地が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は附則第15条から第15条の３までの規

定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「市街化
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調整固定資産税額とする。 区域農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該市街化区域

農地調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和６年度から令和８年

度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農

地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格の３分の１の額に10分の２を乗じて得た額（当該

市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は附則

第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農

地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資

産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和４年度分及び令和５

年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定

資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格の３分の１の額に10分の２を乗じて得た額（当該市街化区域

農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は附則第15条から

第15条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産

税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とす

る。 

（免税点の適用に関する特例） （免税点の適用に関する特例） 

第12条 附則第10条、第11条、第11条の２又は第11条の３の規定の適用がある

各年度分の固定資産税に限り、第63条に規定する固定資産税の課税標準とな

るべき額は、附則第10条、第11条又は第11条の３の規定の適用を受ける宅地

等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第11条の２の規

定の適用を受ける市街化区域農地（附則第11条の３の規定の適用を受ける市

街化区域農地を除く。）については附則第11条の２第１項（同条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に規定するその年度分の課税標準となるべき額

によるものとする。 

第12条 附則第10条、第11条、第11条の２又は第11条の３の規定の適用がある

各年度分の固定資産税に限り、第63条に規定する固定資産税の課税標準とな

るべき額は、附則第10条、第11条又は第11条の３の規定の適用を受ける宅地

等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第11条の２の規

定の適用を受ける市街化区域農地（附則第11条の３の規定の適用を受ける市

街化区域農地を除く。）については附則第11条の２第１項（同条第３項にお

いて準用する場合を含む。）又は第４項に規定するその年度分の課税標準と

なるべき額によるものとする。 

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第13条 附則第10条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附則第

９条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の３の

２又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）

に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の特別土地保有税

については、第137条第１号又は第140条の５中「当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格」とあるのは「当該年度分の固定資産税に係る附則

第10条第１項から第５項までに規定する課税標準となるべき額」とする。 

第13条 附則第10条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附則第

９条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の３の

２又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）

に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の特別土地保有税

については、第137条第１号又は第140条の５中「当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格」とあるのは「当該年度分の固定資産税に係る附則

第10条第１項から第５項までに規定する課税標準となるべき額」とする。 

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年１

月１日から令和９年３月31日までの間にされたものに対して課する特別土地

保有税については、第137条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき

価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第11条

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年１

月１日から令和６年３月31日までの間にされたものに対して課する特別土地

保有税については、第137条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき

価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第11条
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の５第１項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき

価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令第54条の38第１項に

規定する価格」とあるのは「令第54条の38第１項に規定する価格（法附則第

11条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。）

に２分の１を乗じて得た額」とする。 

の５第１項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき

価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令第54条の38第１項に

規定する価格」とあるのは「令第54条の38第１項に規定する価格（法附則第

11条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。）

に２分の１を乗じて得た額」とする。 

３～５ 略 ３～５ 略 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

第14条の３ 略 第14条の３ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第

５条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第14条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例） 

第14条の４ 略 第14条の４ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第

５条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第14条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

 

４ 略 ４ 略 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第15条 略 第15条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第

５条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第15条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする 

 。 
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（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第16条 略 第16条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第

５条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第16条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする 

 。 

 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第16条の２ 略 第16条の２ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第

５条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第16条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第16条の３ 略 第16条の３ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第

５条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第16条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第16条の４ 略 第16条の４ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第

５条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第16条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

 

３・４ 略 ３・４ 略 
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５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第

５条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第16条の４第３項後段の規定による市民税の所得割の額 

」とする。 

 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第16条の４の２ 略 第16条の４の２ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第

５条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第16条の４の２第１項の規定による市民税の所得割の額 

」とする。 

 

３・４ 略 ３・４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第

５条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第16条の４の２第３項後段の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

 

６ 略 ６ 略 

（宅地等に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計

画税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計

画税の特例） 

第17条 宅地等に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該

年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が

当該年度分の都市計画税について法第702条の３の規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。）

に100分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

第17条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該

年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が

当該年度分の都市計画税について法第702条の３の規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。）

に100分の５（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税にあつては、100分

の2.5）を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の都市計画税にあつて

は、前年度分の都市計画税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第15
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の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地等調

整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税

額とする。 

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地等調

整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税

額とする。 

第17条の２ 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和６年度から令和８

年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画

税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

価格に10分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第15条の３ま

での規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前

条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

第17条の２ 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び令和

５年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当

該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分

の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第

349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第15条の３までの規定の

適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前条の規定に

かかわらず、当該都市計画税額とする。 

第17条の３ 附則第17条の規定の適用を受ける宅地等に係る令和６年度から令

和８年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市

計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格に10分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第15条の３ま

での規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則

第17条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

第17条の３ 附則第17条の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び

令和５年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が 

、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10

分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第

349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第15条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第17条の規

定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

第17条の４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7

以下のものに係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税の

額は、附則第17条の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計

画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条か

ら第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標

準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）とする。 

第17条の４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7

以下のものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の

額は、附則第17条の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計

画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条か

ら第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標

準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）とする。 

第17条の５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超え

るものに係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税の額は 

第17条の５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超え

るものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額は 
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、附則第17条の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附

則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という。）とする。 

、附則第17条の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附

則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という。）とする。 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税に関す

る特例） 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税に関す

る特例） 

第17条の６ 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）附則第

21条の規定により、令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税

については、法附則第25条の３の規定は適用しない。 

第17条の６ 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第

14条の規定により、令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税

については、法附則第25条の３の規定は適用しない。 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画

税の特例） 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画

税の特例） 

第18条 農地に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税の

額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年

度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地が当

該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則

第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課

税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年

度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担

調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農地調整都市計画税

額」という。）を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。 

第18条 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の

額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年

度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地が当

該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則

第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課

税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この条において同

じ。）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応

じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額（令和３年度分の都市計

画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額）を当該農地に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「農地調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該農

地調整都市計画税額とする。 

 略   略  

【市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の都市計画税の

特例】 

【市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の都市計画税の

特例】 

第19条 市街化区域農地に係る令和６年度から令和８年度までの各年度分の都

市計画税の額は、前条の規定により附則第11条の２の規定の例により算定し

た当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域

農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に 

、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

第19条 市街化区域農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都

市計画税の額は、前条の規定により附則第11条の２の規定の例により算定し

た当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域

農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に 

、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき
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価格の３分の２の額に100分の５を乗じて得た額を加算した額（当該市街化

区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く 

。）又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農

地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額（以下「市街化区域農地調整都市計画税額」と

いう。）を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。 

 

価格の３分の２の額に100分の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度

分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額）（当該市

街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を

除く。）又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額（以下「市街化区域農地調整都市計画税額 

」という。）を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とす

る。 

第19条の２ 前条の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和６年度から

令和８年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街

化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に10分の２を乗じて得た

額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３

（第18項を除く。）又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受け

る市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前条の規

定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

第19条の２ 前条の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和４年度分及

び令和５年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地

調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき価格の３分の２の額に10分の２を乗じて得た額（当該市

街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を

除く。）又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前条の規定にかかわ

らず、当該都市計画税額とする。 

（読替規定） （読替規定） 

第22条 法附則第15条第１項、第９項、第13項から第17項まで、第19項、第20

項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若し

くは第45項、第15条の２第２項、第15条の３又は第63条の規定の適用がある

各年度分の都市計画税に限り、第141条中「又は第33項」とあるのは「若し

くは第33項又は附則第15条から第15条の３まで若しくは第63条」とする。 

第22条 法附則第15条第１項、第９項、第13項から第17項まで、第19項、第20

項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項若し

くは第46項、第15条の２第２項、第15条の３又は第63条の規定の適用がある

各年度分の都市計画税に限り、第141条中「又は第33項」とあるのは「若し

くは第33項又は附則第15条から第15条の３まで若しくは第63条」とする。 
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議案第４３号  （人権擁護委員候補者の推薦） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  大河原  敏 雄 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ） 
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（ 活動実績 ） 

 

年度 出席を依頼した回数 出席回数 備考 

令和 ３ ２ ２ 人権相談０日・０件 

 ４ １１ １１ 人権相談１日・１件 

 ５ １０ １０ 人権相談４日・７件 

 ６ ０ ０ 人権相談０日・０件 
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新旧対照表 

○議案第４４号 附属機関設置条例の一部を改正する条例 

新 旧 

附属機関設置条例 附属機関設置条例 

昭和34年９月28日 

条例第28号 

昭和34年９月28日 

条例第28号 

別表（第３条） 別表（第３条） 

 附属機関   附属機関  

 附属機関名 担任する事務 組織 委員の構成 定数 任期   附属機関名 担任する事務 組織 委員の構成 定数 任期  

 略   略  

 木更津市観光

振興計画推進

委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木更津市観光振

興計画の策定及

び推進について

審議し、必要な

事項を市長に答

申し、又は建議

すること。 

 

 

 

 

 

委員長 

副委員

長 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学識経 

 験者 

２ 関係団 

 体を代表 

 する者 

３ 公募 

４ その他 

 観光振興 

 の推進の 

 ため必要 

 と認めら 

 れる者 

15人以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 木更津市観光

振興計画推進

委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木更津市観光振

興計画の策定及

び推進について

審議し、必要な

事項を市長に答

申し、又は建議

すること。 

 

 

 

 

 

委員長 

副委員

長 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学識経 

 験者 

２ 関係団 

 体を代表 

 する者 

３ 公募 

４ その他 

 観光振興 

 の推進の 

 ため必要 

 と認めら 

 れる者 

15人以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 木更津市民交

流プラザ整備

事業者選定委

員会 

木更津市民交流

プラザの整備に

係る事業者を選

定するため、調

査、審議するこ

と。 

委員長 

副委員

長 

委員 

１ 学識経

験者 

２ 市民活

動の推進

のため必

要と認め

られる者 

３ 市の職

員 

６人以内 １年以内          
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新旧対照表 

〇議案第４５号 木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

新 旧 

   木更津市国民健康保険税条例    木更津市国民健康保険税条例 

昭和50年６月28日 昭和50年６月28日 

条例第28号 条例第28号 

（課税額） （課税額） 

第３条 略 第３条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（第１条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並び

に被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が24万円を超える

場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、24万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（第１条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並び

に被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える

場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。 

４ 略 ４ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第４条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地

方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の２第１項に

規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規定による

控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の

総所得金額等」という。）に100分の8.1を乗じて算定する。 

第４条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地

方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の２第１項に

規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規定による

控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の

総所得金額等」という。）に100分の8.01を乗じて算定する。 

２ 略 ２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第６条 第３条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について18,000円

とする。 

第６条 第３条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について20,000円

とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第７条 第３条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第７条 第３条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前

日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一の世

帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月（以下この号に

おいて「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（ 

当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号及び第23条

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前

日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一の世

帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月（以下この号に

おいて「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（ 

当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号及び第23条
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第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世

帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後５年を経過する月の翌

月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号及び第23条第１項において同

じ。）以外の世帯 22,000円 

第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世

帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後５年を経過する月の翌

月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号及び第23条第１項において同

じ。）以外の世帯 24,000円 

(２) 特定世帯 11,000円 (２) 特定世帯 12,000円 

(３) 特定継続世帯 16,500円 (３) 特定継続世帯 18,000円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第８条 第３条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の1.9 

9を乗じて算定する。 

第８条 第３条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の1.8

を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

第９条 第３条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について11,000円

とする。 

第９条 第３条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について10,000円

とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第10条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等に100分の1.29を乗じて算定する。 

第10条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等に100分の1.1を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第11条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１人に

ついて12,000円とする。 

第11条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１人に

ついて10,000円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額からア及びイに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が65万円を超える場合には 

、65万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が24万円を超える場合には、24万円 

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得

た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額と

する。 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額からア及びイに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が65万円を超える場合には 

、65万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円 

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得

た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額と

する。 

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第703

条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号 

）第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第703

条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号 

）第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所
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得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が55万

円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的

年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得につ

いて同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未

満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年

齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この

条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあつては、43

万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が55万

円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的

年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得につ

いて同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未

満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年

齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この

条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあつては、43

万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について12,600円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について14,000円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,400円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 16,800円 

(イ) 特定世帯 7,700円 (イ) 特定世帯 8,400円 

(ウ) 特定継続世帯 11,550円 (ウ) 特定継続世帯 12,600円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて7,700円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて7,000円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について8,400

円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について7,000

円 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

29万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する

者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について9,000円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について10,000円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲 イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲
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げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,000円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,000円 

(イ) 特定世帯 5,500円 (イ) 特定世帯 6,000円 

(ウ) 特定継続世帯 8,250円 (ウ) 特定継続世帯 9,000円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて5,500円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて5,000円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について6,000

円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について5,000

円 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

54万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

53万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について3,600円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について4,000円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,400円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,800円 

(イ) 特定世帯 2,200円 (イ) 特定世帯 2,400円 

(ウ) 特定継続世帯 3,300円 (ウ) 特定継続世帯 3,600円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて2,200円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて2,000円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について2,400

円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について2,000

円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合に

おける当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の

世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合に

おける当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の

世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金
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額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額）

に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額）

に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 2,700円 ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 3,000円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 4,500円 イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 5,000円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 7,200円 ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 8,000円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 9,000円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 10,000円 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について

次に定める額 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について

次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,650円 ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,500円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 2,750円 イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 2,500円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 4,400円 ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 4,000円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,500円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,000円 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第４項に

規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合にお

ける当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項

に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険

者均等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第４項に

規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合にお

ける当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項

に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険

者均等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が、第３条第２項ただし書、同条第３項ただし書及び同条第４項た

だし書に定める額を超える場合には、当該額）とする。 

(１) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第４条の規定により算定した所得割額の12分の１の額に、

当該出産被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則第24条の30の５に定

める場合には、出産の日。以下同じ。）の属する月（以下この号において

「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出

産予定月の翌々月までの期間（以下この項において「産前産後期間」とい

う。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(１) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第４条の規定により算定した所得割額の12分の１の額に、

当該出産被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則第24条の30の５に定

める場合には、出産の日）の属する月（以下この号において「出産予定月 

」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌 

々月までの期間（以下この項において「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(２) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

 当該出産被保険者につき第６条の規定により算定した被保険者均等割額（ 

 第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後

(２) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

 当該出産被保険者につき第６条の規定により算定した被保険者均等割額の

12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属す
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の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

る月数を乗じて得た額として、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ出

産被保険者１人について次に定める額 

 ア 第１項第１号アに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 2,000円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 3,000円 

 イ 第１項第２号アに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 3,334円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 5,000円 

 ウ 第１項第３号アに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 5,334円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 8,000円 

 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 6,667円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 10,000円 

(３) 略 (３) 略 

(４) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の規定により算定した被保

険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあつて

は、その減額後の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(４) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の規定により算定した被保

険者均等割額の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額として、次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ出産被保険者１人について次に定める額 

 ア 第１項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 1,000円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 1,500円 

 イ 第１項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 1,667円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 2,500円 

 ウ 第１項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 2,667円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 4,000円 

 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 3,334円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 5,000円 

(５) 略 (５) 略 

(６) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等 (６) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等
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割額 当該出産被保険者につき第11条の規定により算定した被保険者均等

割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その

減額後の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

割額 当該出産被保険者につき第11条の規定により算定した被保険者均等

割額の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額として、次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ出産被保険者１人について次に定める額 

 ア 第１項第１号エに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 1,000円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 1,500円 

 イ 第１項第２号エに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 1,667円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 2,500円 

 ウ 第１項第３号エに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 2,667円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 4,000円 

 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 3,334円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 5,000円 
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新旧対照表 

○議案第４６号 木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

新 旧 

  木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

                          平成26年９月27日 

                             条例第18号 

（職員） 

  木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

                          平成26年９月27日 

                             条例第18号 

（職員） 

第29条 略 第29条 略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

数の合計数に１を加えた数以上とする。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

数の合計数に１を加えた数以上とする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第10項第２号の規定

に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね15人に

つき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第10項第２号の規定

に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね20人に

つき１人 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１人 

３ 略 ３ 略 

（職員） （職員） 

第31条 略 第31条 略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育

士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育

士とする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第10項第２号の規定

に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね15人に

つき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第10項第２号の規定

に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね20人に

つき１人 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１人 

３ 略 ３ 略 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） （保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第44条 略 第44条 略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき２人

を下回ることはできない。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき２人

を下回ることはできない。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 
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(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第12項第２号の規定

に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね15人に

つき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第12項第２号の規定

に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね20人に

つき１人 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１人 

３ 略 ３ 略 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） （小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第47条 略 第47条 略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする

。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする

。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第12項第２号の規定

に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね15人に

つき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第12項第２号の規定

に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね20人に

つき１人 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１人 

３ 略 ３ 略 
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議案第４７号　　 変更内容及び変更理由

○変更内容

変更前

変更後

　令和５年１２月１３日に株式会社小倉鑿井工業所と工事請負契約を締結した同工事は、令和８年
２月２７日完成に向けて工事の進捗を図っているところであるが、特別教室等に空調設備の設置が
必要となったため。

波岡中学校校舎長寿命化及びトイレ改修等工事（機械設備）

○変更理由

１３５，０６９，０００円

１４９，５３４，０００円

１４，４６５，０００円

契約金額

差　額
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議案第４８号

廃止する市道路線の位置図

小 櫃 川

1. 市道102号線

22. 市道1345号線

・起終点変更によるもの

2. 市道1065号線

3. 市道1066号線

4. 市道1067号線

5. 市道1068号線

6. 市道1069号線

7. 市道1070号線

8. 市道1071号線

9. 市道1072号線

10. 市道1073号線

11. 市道1074号線

12. 市道1075号線

13. 市道1076号線

14. 市道1077号線

15. 市道1078号線

16. 市道1079号線

17. 市道1080号線

18. 市道1081号線

19. 市道1082号線

20. 市道1089号線

21. 市道1238号線

23. 市道1346号線

・用途廃止によるもの

東京湾アクアライン

37



議案第４８号

●：起点
▲：終点

土地区画整理事業に伴う市道廃止（その１）
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議案第４８号

●：起点
▲：終点

土地区画整理事業に伴う市道廃止（その２）
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議案第４８号

●：起点
▲：終点

土地区画整理事業に伴う市道廃止（その３）
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議案第４８号

（単位：メートル）

整理番号 市道番号 延長 最小幅員 最大幅員

1 102 1,517.7 5.3 23.0

2 1065 256.5 4.2 4.7

3 1066 459.2 6.5 8.6

4 1067 1,054.4 3.7 10.1

5 1068 263.3 4.1 8.2

6 1069 297.6 4.0 5.3

7 1070 419.0 4.0 5.0

8 1071 96.0 4.7 5.7

9 1072 70.0 4.8 7.0

10 1073 706.4 4.0 9.8

11 1074 217.3 4.1 11.3

12 1075 233.6 3.6 10.3

13 1076 172.6 4.1 9.8

14 1077 165.7 4.0 7.3

15 1078 31.5 4.2 9.1

16 1079 460.0 4.5 6.8

17 1080 352.6 5.5 7.5

18 1081 353.4 4.0 5.6

19 1082 172.3 4.0 6.3

20 1089 71.9 3.2 4.4

21 1238 709.0 5.9 11.3

22 1345 1,072.7 7.2 9.1

23 1346 727.9 9.4 12.5

幅員等一覧表
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議案第４９号

認定する市道路線の位置図（その１）

県道袖ケ浦木更津線

国道16号

ＪＲ内房線

4.市道1350号線

・開発行為によるもの

3.市道2541号線

・開発行為によるもの

県道袖ケ浦中島木更津線

ＪＲ巌根駅

東京湾アクアライン

10.市道2546号線

・開発行為によるもの

8.市道2544号線

・開発行為によるもの

11～122. 別紙参照

・土地区画整理事業

に伴う市道認定
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議案第４９号

認定する市道路線の位置図（その２）

国道16号

ＪＲ内房線

ＪＲ木更津駅

国道16号

県道袖ケ浦木更津線

県道木更津富津線

1.市道2539号線

2.市道2540号線

・開発行為によるもの

5.市道2542号線

6.市道2543号線

・開発行為によるもの

７.市道5119号線

・開発行為によるもの

9.市道2545号線

・開発行為によるもの
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議案第４９号

整理
番号

市道番号
整理
番号

市道番号
整理
番号

市道番号

11 市道102号線 51 市道1381号線 91 市道1421号線

12 市道277-1号線 52 市道1382号線 92 市道1422号線

13 市道277-2号線 53 市道1383号線 93 市道1423号線

14 市道278-1号線 54 市道1384号線 94 市道1424号線

15 市道278-2号線 55 市道1385号線 95 市道1425号線

16 市道278-3号線 56 市道1386号線 96 市道1426号線

17 市道279号線 57 市道1387号線 97 市道1427号線

18 市道280-1号線 58 市道1388号線 98 市道1428号線

19 市道280-2号線 59 市道1389号線 99 市道1429号線

20 市道1345号線 60 市道1390号線 100 市道1430号線

21 市道1351号線 61 市道1391号線 101 市道1431号線

22 市道1352号線 62 市道1392号線 102 市道1432号線

23 市道1353号線 63 市道1393号線 103 市道1433号線

24 市道1354号線 64 市道1394号線 104 市道1434号線

25 市道1355号線 65 市道1395号線 105 市道1435号線

26 市道1356号線 66 市道1396号線 106 市道1436号線

27 市道1357号線 67 市道1397号線 107 市道1437号線

28 市道1358号線 68 市道1398号線 108 市道1438号線

29 市道1359号線 69 市道1399号線 109 市道1439号線

30 市道1360号線 70 市道1400号線 110 市道1440号線

31 市道1361号線 71 市道1401号線 111 市道1441号線

32 市道1362号線 72 市道1402号線 112 市道1442号線

33 市道1363号線 73 市道1403号線 113 市道1443号線

34 市道1364号線 74 市道1404号線 114 市道1444号線

35 市道1365号線 75 市道1405号線 115 市道1445号線

36 市道1366号線 76 市道1406号線 116 市道1446号線

37 市道1367号線 77 市道1407号線 117 市道1447号線

38 市道1368号線 78 市道1408号線 118 市道1448号線

39 市道1369号線 79 市道1409号線 119 市道1449号線

40 市道1370号線 80 市道1410号線 120 市道1450号線

41 市道1371号線 81 市道1411号線 121 市道1451号線

42 市道1372号線 82 市道1412号線 122 市道1452号線

43 市道1373号線 83 市道1413号線

44 市道1374号線 84 市道1414号線

45 市道1375号線 85 市道1415号線

46 市道1376号線 86 市道1416号線

47 市道1377号線 87 市道1417号線

48 市道1378号線 88 市道1418号線

49 市道1379号線 89 市道1419号線

50 市道1380号線 90 市道1420号線

別紙
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議案第４９号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
1 2539 172.7 6.0 14.1
2 2540 88.0 6.0 10.3

（単位：メートル）

１・２．市道２５３９・２５４０号線

起点

終点

開発区域

2540

2539
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議案第４９号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
3 2541 34.2 5.0 9.0

（単位：メートル）

３．市道２５４１号線

起点

終点

開発区域

2541
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議案第４９号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
4 1350 128.7 6.0 10.5

（単位：メートル）

４．市道１３５０号線

起点

終点

開発区域

1350

47



議案第４９号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
5 2542 117.9 6.0 10.2
6 2543 53.0 6.0 10.8

（単位：メートル）

５・６．市道２５４２・２５４３号線

起点

終点

開発区域

2543

2542
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議案第４９号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
7 5119 44.8 5.0 9.7

（単位：メートル）

７．市道５１１９号線

起点

終点

開発区域

5119
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議案第４９号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
8 2544 30.5 6.0 10.6

（単位：メートル）

８．市道２５４４号線

起点

終点

開発区域

2544
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議案第４９号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
9 2545 48.0 5.0 9.9

（単位：メートル）

９．市道２５４５号線

起点

終点

開発区域

2545
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議案第４９号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
10 2546 122.9 6.0 11.4

（単位：メートル）

１０．市道２５４６号線

起点

終点

開発区域

2546
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議案第４９号

●：起点
▲：終点

土地区画整理事業に伴う市道認定（その１）
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議案第４９号

●：起点
▲：終点

土地区画整理事業に伴う市道認定（その２）
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議案第４９号

●：起点
▲：終点

土地区画整理事業に伴う市道認定（その３）
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議案第４９号

●：起点
▲：終点

土地区画整理事業に伴う市道認定（その４）
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議案第４９号

●：起点
▲：終点

土地区画整理事業に伴う市道認定（その５）
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議案第４９号

●：起点
▲：終点

土地区画整理事業に伴う市道認定（その６）
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議案第４９号

整理番号 市道番号 延長 最小幅員 最大幅員 整理番号 市道番号 延長 最小幅員 最大幅員

11 102 702.7 5.3 9.5 44 1374 273.8 6.0 10.2

12 277-1 373.2 18.0 45.9 45 1375 40.0 6.0 10.2

13 277-2 381.4 14.8 19.0 46 1376 810.7 6.0 10.3

14 278-1 722.8 15.0 47.5 47 1377 295.3 6.0 10.2

15 278-2 452.5 18.0 22.6 48 1378 110.0 6.0 10.2

16 278-3 517.8 18.0 32.7 49 1379 104.1 6.0 10.9

17 279 963.7 18.0 50.3 50 1380 40.4 6.0 10.4

18 280-1 375.4 18.0 45.4 51 1381 132.0 6.0 10.5

19 280-2 291.3 18.0 20.3 52 1382 113.6 6.0 10.2

20 1345 92.8 7.0 8.5 53 1383 113.6 6.0 10.2

21 1351 247.7 15.0 47.7 54 1384 35.0 6.0 10.2

22 1352 99.2 10.0 26.3 55 1385 35.0 6.0 10.2

23 1353 292.9 10.0 24.6 56 1386 45.0 6.0 10.2

24 1354 191.7 8.0 15.5 57 1387 52.2 6.0 10.3

25 1355 152.5 8.0 24.7 58 1388 52.5 6.0 10.3

26 1356 99.3 8.0 12.2 59 1389 365.6 6.0 10.2

27 1357 992.1 6.0 10.2 60 1390 293.0 6.0 6.1

28 1358 181.3 6.0 10.2 61 1391 461.2 6.0 10.3

29 1359 297.3 6.0 10.2 62 1392 185.2 6.0 10.2

30 1360 45.0 6.0 10.2 63 1393 89.2 6.0 10.3

31 1361 49.3 6.0 10.2 64 1394 347.4 6.0 11.3

32 1362 75.2 6.0 13.0 65 1395 62.4 6.0 10.6

33 1363 52.2 6.0 10.3 66 1396 323.2 6.0 10.2

34 1364 319.5 6.0 10.2 67 1397 111.5 6.0 10.2

35 1365 35.0 6.0 10.2 68 1398 109.0 6.0 10.2

36 1366 197.5 6.0 10.2 69 1399 109.0 6.0 10.2

37 1367 35.0 6.0 10.2 70 1400 157.6 6.0 10.3

38 1368 213.2 6.0 10.3 71 1401 224.6 6.0 10.3

39 1369 34.0 6.0 10.2 72 1402 48.3 6.0 10.3

40 1370 60.8 6.0 10.3 73 1403 84.6 6.0 10.2

41 1371 297.6 6.0 10.2 74 1404 99.2 6.0 10.4

42 1372 195.3 6.5 11.1 75 1405 37.0 6.0 10.2

43 1373 150.2 6.0 11.3 76 1406 37.0 6.0 10.3

幅員等一覧表
（単位：メートル）
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議案第４９号

整理番号 市道番号 延長 最小幅員 最大幅員 整理番号 市道番号 延長 最小幅員 最大幅員

77 1407 35.6 6.0 10.2 110 1440 30.5 4.0 4.2

78 1408 28.2 6.0 10.2 111 1441 40.3 4.0 4.1

79 1409 826.1 6.0 10.4 112 1442 34.5 4.0 4.0

80 1410 140.0 6.0 10.4 113 1443 44.5 4.0 4.0

81 1411 63.6 6.0 11.1 114 1444 37.5 4.0 4.0

82 1412 496.1 6.0 11.0 115 1445 36.5 4.0 4.0

83 1413 106.6 6.0 10.2 116 1446 29.4 4.0 4.1

84 1414 70.5 6.0 10.2 117 1447 40.1 4.0 4.0

85 1415 154.4 6.0 10.2 118 1448 27.7 4.0 4.0

86 1416 36.8 6.0 10.2 119 1449 91.0 4.0 4.0

87 1417 32.5 6.0 10.2 120 1450 36.3 4.0 4.0

88 1418 40.0 6.0 10.2 121 1451 43.5 4.0 4.0

89 1419 40.0 6.0 10.3 122 1452 54.8 4.0 4.0

90 1420 443.5 6.0 10.2

91 1421 207.9 6.0 10.1

92 1422 47.2 6.0 10.2

93 1423 44.0 6.0 10.2

94 1424 483.3 6.0 10.2

95 1425 27.2 6.0 10.3

96 1426 132.1 6.0 10.2

97 1427 72.7 6.0 10.2

98 1428 76.1 6.0 10.2

99 1429 154.1 6.0 10.5

100 1430 284.4 6.0 10.4

101 1431 403.7 6.0 10.4

102 1432 105.0 6.0 10.2

103 1433 153.4 6.0 10.4

104 1434 241.9 6.0 10.2

105 1435 200.8 6.0 10.9

106 1436 146.6 6.0 10.3

107 1437 410.8 6.0 8.7

108 1438 58.0 6.0 10.9

109 1439 35.5 6.0 10.7

幅員等一覧表
（単位：メートル）
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